
事業群評価調書（平成28年度実施）
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１．計画等概要

基準値
(H25)

実績
(H27)

達成率

― 50.4ha ―

20,507ha 22,508ha ―

基 本 戦 略 名 元気で豊かな農林水産業を育てる 事 業 群 主 管 所 属 農林部農村整備課

【事業群取組内容（総合計画に掲げる取組）】

《長崎県総合計画チャレンジ2020　本文》

　担い手等の規模拡大による生産効率の向上やコスト縮減対策に資するため、農地や農道などの生産基盤整備の推進、農地中間管理事業を通じた産業としての農業の担い手への農地集約の加速化、労力支援体
制の充実強化などに取り組みます。

事業群指標
最終目標
（目標年）

【進捗状況の分析】

施 策 名 農林業の収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化 課 ( 室 ) 長 名 松本　拓徳

事 業 群 名 担い手確保のための生産基盤の整備 事業群関係課(室) 農政課、農地利活用推進室、林政課、森林整備室

【事業群取組内容（総合計画に掲げる取組）の分析】

《取組項目及び現状と課題》

ⅰ）意欲ある担い手の農業生産性向上につながる農地の基盤整備や排水対策等の推進

・担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値化を推進するためには、農地の基盤整備が不可欠であるため、基盤整備事業に重点的に予算配分している。
・Ｈ32年までに農地の基盤整備656haを計画的に整備するためには、十分な予算の確保が必要不可欠であるため、引き続き、あらゆる機会をとらえながら国へ予算確保の要望を行う。
・農地の基盤整備事業は地元からの申請事業であり、地域の合意形成を図ることが最も重要かつ困難であることから、引き続き、県・市町が一体となり、事業を推進する。

ⅱ）効率的な搬出間伐を促進するための計画的な路網整備や高性能林業機械の活用促進など林業生産基盤の強化

・効率的な搬出間伐を促進するため、林道や林業専用道、森林作業道の開設を推進するとともに、高性能林業機械の導入を支援することで、平成27年度の搬出間伐は1,687haと目標（1,600ha）を上回ることができた。
今後も搬出間伐を中心に素材生産量を増加させ、生産コストの縮減を図るため、生産基盤の整備を推進する必要がある。
・県や市町の公共木造施設における木材の利用を推進するために、長崎県公共建築物等木材利用促進方針が平成２３年４月１４日に策定され、その後県内のすべての市町において県産材利用基本方針が策定され
た。今後は、県・市町と連携して情報共有を図るとともに、県産材の出荷計画との調整を進める必要がある。

農地の基盤整備面積（累計）
656ha

（H27～32）

・担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値化を推進するためには、農地の基盤整備が不可欠である。平成27年度は基盤整
備事業に重点的に予算配分することで、基盤整備事業の推進を図った。
・産業の担い手への農地集積・集約を加速化させるため、平成26年度から農地中間管理事業が開始され、２年間取り組んできた結果、
担い手への農地集積面積は平成25年度の20,507ｈａから平成27年度には22,508haまで伸びた。担い手への農地集積面積 25,500ha（H32）

事業群の進捗状況 －

ⅲ）農地中間管理事業を通じた農地集約の加速化と基盤整備を活用した耕作放棄地の解消や優良農地の創出

・担い手の借受希望に対する貸出希望農地の総量が約7割と不足し、特に使い勝手のよい優良な貸出希望農地が不足している。
・貸出希望農地の中には、中山間地域の耕作放棄地など、現状では使い勝手の悪い農地も多く含まれている。

ⅳ）意欲ある担い手の確保・育成に向けた生産基盤施設等整備の推進

・意欲ある担い手の確保・育成に向けた生産基盤施設等整備については、10市町の26地区で実施し、認定農業者や新規就農者等のハウスの整備による経営規模拡大や共同利用機械の導入によるコストの低減と
いった取り組みを推進することができた。
・農家戸数並びに農業就業人口の減少が避けられない状況の中、認定農業者、認定新規就農者、集落営農法人など経営感覚に優れた次代の担い手の確保・育成に向けた支援を行う必要がある。



２．27年度取組実績

H27実績 一般財源 人件費(参考) H27目標 H27実績 達成率

H28計画 一般財源 人件費(参考) H28目標 ― ―

― 41.9 ―

96.5 ― ―

― 7.1 ―

23.6 ― ―

― 8.5 ―

7.0 ― ―

― 12.3 ―

22.5 ― ―

89,000 126,900 142%

47,500 ― ―

3.0 5.5 183%

付帯工一式 ― ―

― 4,708 ―

47,000 ― ―

― 設計業務1式 ―

24.8 ― ―

26,000 30,000 115%

14,660 ― ―

180 92 51%

付帯工一式 ― ―

7 8 114%

― ― ―

1,600 1,687 105%

― ― ―

― ― ―

5 ― ―

― ― ―

1,690 ― ―

2,469 2,212 89%

2,834 ― ―

1,600 1,687 105%

1,690 ― ―

事業の成果等

中
核
事
業

事業対象
事業内容

（事業の実施状況）
指標 主な目標

取組
項目

事務事業名 事業
期間

事業費(上段:実績、下段:計画、単位:千円） 事　　　業　　　概　　　要 指標（上段：活動指標、下段：成果指標）

所管課(室)名

取組
項目
ⅰ

担い手育成畑地帯総
合整備事業（公共）

2,839,994 201,701

農村整備課

経営体育成基盤整備
事業（公共）

880,604

基盤整備促進事業（農
道整備）

18,480 3,165

農村整備課

農業基盤整備促進事
業（団体営） H24-

農村整備課

農地の基盤整備面積
の達成率（％）

6,313 ―

農業者及び
地域住民

水田農業経営の体質強化のため、農業用
用排水施設、農道及び区画整理等の基
盤整備とともに、経営安定等のための環
境整備を一体的に行う。

活動
指標

整備面積（ha）

○

4,102,784 196,362 ―
成果
指標

農地の基盤整備面積
の達成率（％）

―

農業者及び
地域住民

畑作農業経営の体質強化のため、農業用
用排水施設、農道及び区画整理等の基
盤整備とともに、経営安定等のための環
境整備を一体的に行う。

活動
指標

整備面積（ha） 農業用用排水施設、農道及び区画整理
等の基盤整備とともに、経営安定等のた
めの環境整備を一体的に行い、畑作農業
経営の体質強化に寄与した。

農業者及び
地域住民

市町が事業主体となって、区画整理工事
を実施し、生産基盤の整備を行った。県
は、事業費の一部を補助する。

活動
指標

事業費に対する進捗
率（千円、％） 次年度に計画していた整備箇所を実施し

たことで、事業効果の早期発現に寄与
し、農産物の生産性向上、農地の維持管
理の軽減に寄与した。成果

指標
整備面積（ha）

農村整備課

基盤整備促進事業
89,860 19,751 1,611

34,140 3,659 1,613
農村整備課

農業用用排水施設、農道及び区画整理
等の基盤整備とともに、経営安定等のた
めの環境整備を一体的に行い、水田農業
経営の体質強化に寄与した。1,283,981 823 ―

成果
指標

市町等が事業主体となって、簡易な農地
整備（暗渠排水等）をきめ細かく実施し
た。県は、事業費の一部を補助する。

活動
指標

市町が事業主体となって、地域の基幹と
なる農道において、交通量の増大や経年
劣化による損傷が著しい農道の舗装補
修・安全施設等の整備を行った。県は、事
業費の一部を助成する。

活動
指標

事業費に対する進捗
率（千円、％）

地元住民との協議で、H27年度の整備箇
所を交差点改良n=1ケ所に見直したた
め、成果指標は減となったが、次年度以
降に整備を振り替えたものであり、農産
物輸送時の荷痛み防止、通行車両及び
周辺集落に居住する住民の安全の確保
などに寄与した。

事業費に対する進捗
率（千円、％）

H27年度は測量設計の実施のみであり、
指標設定無し。
農地の区画整理や農業用用排水施設等
の整備をきめ細かく実施することで、農業
経営の体質強化に寄与している。31,800 50 4,033

成果
指標

整備面積（ha）

3,295 706 4,028

農業者及び
地域住民

森林所有者、
森林組合、
林業事業体

等
森林整備室

次世代林業基盤づくり
事業

（H28
新規）
H28

14,660 211 1,613
成果
指標

整備延長（ｍ）

森林所有者、
森林組合、
林業事業体

等

搬出間伐を推進するための森林作業道
の開設、高性能林業機械の導入を支援す
るとともに、プレカット加工施設など木材加
工流通施設の整備を支援した。

活動
指標

協議会開催回数（回） 森林作業道の開設213km、高性能林業機
械3台導入を支援するとともに木材加工
流通施設6件などに取組み、搬出間伐を
中心とした素材生産量の増加につなげ
た。

成果
指標

搬出間伐実施面積
（ha）

1,611

農業者及び
地域住民

林政課

取組
項目
ⅱ

森林整備加速化・林業
再生事業

（H27
終了）

H21-27

1,171,088 0 21,751

― ― ―
林政課

造林事業費（公共）
759,651 9,851 23,461

高性能林業機械の導入、木造公共施設
の整備、木材加工流通施設の整備及び、
原木しいたけ生産施設の整備を支援す
る。

活動
指標

水源のかん養、県土の保全や地球温暖
化の防止、野生生物の保全など、森林の
有する公益的機能の高度発揮と地域林
業の振興を図る森林整備を支援した。

活動
指標

当事業による整備森
林面積（ha） 搬出間伐を中心とした素材生産の実施に

補助を行うことにより、素材生産量の増加
に寄与した。

1,278,677 26,807 24,195
成果
指標

搬出間伐実施面積
（ha）

事業説明会開催回数
（回）

― ○

967,599 0 4,032
成果
指標

搬出間伐実施面積
（ha）

― ― ― 森林所有者、
森林組合、
林業事業体

等



6 6 100%

7 ― ―

1,640 1,639 99%

1,650 ― ―

1,200 1,112 92%

1,000 ― ―

1,640 1,639 99%

1,650 ― ―

21 35 166%

30 ― ―

22,480 22,508 100%

23,200 ― ―

21 21 100%

21 ― ―

535 687 128%

535 ― ―

19 26 136%

― ― ―

90以上 103.8 115%

― ― ―

― ― ―

28 ― ―

― ― ―

90以上 ― ―

― 2 ―

2 ― ―

36 23 63%

17 ― ―

取組
項目
ⅱ

林道事業費（公共）
538,925 3,016 ―

674,885 3,217 ―
森林整備室

ながさき森林づくり林
道整備事業

8,333 0 1,611

森林整備室

森林の有する多面的な機能のうち、水土
保全及び木材生産機能の高い森林につ
いて、その機能を 効率的に発揮させるた
めの基盤となる林道・林業専用道の開設
事業を支援した。

森林の持つ多様な機能を高度に発揮させ
るため、小規模等で国庫補助の対象とな
らない森林地域において、森林整備の基
盤となる林道の開設、改良及び舗装を行
なう市町等に対し補助を行った。

活動
指標

当事業による林道整
備延長(m) 本事業は、森林整備や木材生産のため

の基盤整備事業であり、路網整備はおお
むね達成し、更に素材生産量や森林整備
への成果につなげた。7,333 0 1,613

成果
指標

林道整備全体の整備
延長(km)

活動
指標

路線数
林道・林業専用道の整備により、素材生
産量や森林整備の生産コストの縮減に寄
与した。成果

指標
林道整備全体の整備
延長(km)

市町村

県・市町

取組
項目
ⅲ

農地中間管理機構事
業促進対策費 H26-

584,193 4,492 8,056

698,860 26,780 8,065
農地利活用推進室

長崎県耕作放棄地解
消総合対策事業費 H22-30

25,085 25,085 8,056

農地利活用推進室

　農地中間管理事業の実施主体である
（公財）長崎県農業振興公社の運営費を
助成した。また、農地の出し手に対する支
援として機構集積協力金を交付した。

　耕作放棄地を解消して営農利用する農
業者に対し、解消や土づくり費用を助成し
た。また、国の事業の耕作放棄地再生利
用緊急対策事業を活用して基盤整備を実
施する場合、その事業費を助成した。

活動
指標

市町推進体制の確立
（市町数）

　事業の実施により、耕作放棄地の解消
に寄与した。また、耕作放棄地が周辺農
地・環境に及ぼす影響を説明し、農業委
員会による指導、県・市町等が一体となっ
て推進して農地の出し手・受け手のマッチ
ング支援等を行うことにより耕作放棄地
の解消が進んだ。

50,471 50,471 8,065
成果
指標

耕作放棄地
解消面積（ha）

活動
指標

市町への推進活動
（回）

　農地中間管理事業を活用して担い手へ
の農地集積・集約化に取り組んだ結果、
担い手への農地集積面積は前年度
21,469haより1,039ｈａ増加して22,508ｈａと
なった。

○

成果
指標

担い手への農地集積
面積（ha）

耕作放棄地
を解消し、規
模拡大を図る
担い手や復
旧活動を支
援する活動

組織

認定農業者
等担い手

取組
項目
ⅳ

構造改善加速化支援
事業 （H27

終了）
H23-27

255,065 255,065 44,308

― ― ―

農政課

新構造改善加速化支
援事業費 （H28

新規）
H28-32

― ― ―

農政課

｢ながさき農林業・農山村活性化計画｣の
振興方向に基づき、｢産業として成り立つ
農林業経営｣と｢快適で住みやすく活力あ
る農山村｣を構築するために、強い経営体
の育成、高付加価値創出等による農業所
得向上、意欲ある多様な就農希望者の就
農定着、農山村地域を活性化するための
活動に必要な施設機械の導入を支援し
た。

新ながさき農林業・農山村活性化計画に
基づき「収益性の向上に向けた生産・流
通・販売対策の強化」、「経営感覚に優れ
た次代の担い手の確保・育成」、「地域の
活力と魅力にあふれる農山村づくり」の推
進に必要な生産施設や農業用機械等の
施設整備に対し支援を行う。

活動
指標

事業実施地区数
（地区）

― ○

267,819 213,019 44,358
成果
指標

事業数値目標の達成
率（％）

活動
指標

事業実施地区数
（地区）

新規就農者の営農開始や認定農業者等
の経営規模の拡大や所得向上に寄与し
た。

成果
指標

事業数値目標の達成
率（％）

認定新規就
農者、認定農

業者等

新規就農者
認定農業者

等

農山漁村地域の活性化や地域農業等の
発展促進、安定的な農業等経営の確立を
図るため、農業者の組織する団体等が行
う生産基盤や施設整備等の取組に対して
支援を行った。

活動
指標

事業説明会の開催回
数

事業の実施により、経営規模拡大や生産
体制等の効率化が進み、安定的な農業
等経営の確立に寄与した。

57,500 0 10,485 成果
指標 受益戸数（戸）

山村振興対策費
H12-

5,840 0 10,473
農業者の組
織する団体

等

農政課



３．検証及び問題点の抽出
【課題解決に向けて取り組んだ事務事業の実績の検証】

４．29年度実施に向けた方向性
【問題点解決に向けた方向性】 【個別事務事業の見直し】

事業構築の視点

―

―

―

―

―

ⅰ）意欲ある担い手の農業生産性向上につながる農地の基盤整備や排水対策等の推進
・農地の基盤整備事業に重点的に予算配分を行い、H27実績として50.4ha(畑：41.9ha、田：8.5ha）の基盤整備を行い、農業経営の体質強化に寄与した。
・県・市町が一体となって、事業推進を行った結果、H28年度新規地区として農地の基盤整備事業3地区を事業着手した。

ⅱ）効率的な搬出間伐を促進するための計画的な路網整備や高性能林業機械の活用促進など林業生産基盤の強化
・森林整備加速化・林業再生事業により、森林作業道213kmの開設、高性能林業機械3台の導入を支援し、搬出間伐、素材生産量の増加につながっており、引き続き生産量拡大に向け取組む必要がある。
・林業生産基盤の強化である路網整備は、林業専用道整備全体計画により目標の達成に取り組む。
・県産利用推進会議の内容の充実を図るとともに、市町との情報交換の場を持つために、市町木材利用連絡会議を開催する。

ⅲ）農地中間管理事業を通じた農地集約の加速化と基盤整備を活用した耕作放棄地の解消や優良農地の創出
・担い手の借受希望（4,932ha）に対し、貸出希望農地の総量（3,932ha）が約7割と不足している。
・貸出希望農地のなかには、中山間地域の耕作放棄地など、現状では使い勝手の悪い農地も多く含まれており、引き続き耕作放棄地解消事業等の活用により優良農地に再生する必要がある。

ⅳ）意欲ある担い手の確保・育成に向けた生産基盤施設等整備の推進
・意欲ある担い手の確保・育成に向けた生産基盤施設等整備については、10市町の26地区で実施し、認定農業者や新規就農者等のハウスの整備による経営規模拡大や共同利用機械の導入によるコストの低減と
いった取り組みを推進することができた。

事務事業名 見直しの方向 見直し区分

ⅱ）効率的な搬出間伐を促進するための計画的な路網整備や高
性能林業機械の活用促進など林業生産基盤の強化
・県内における木材流通を拡大するため、公共施設での利用を促
進する。
・路網整備の強化を図るため、今後も引き続き国庫補助を考慮しな
がら路網整備計画を推進していく。
・林道整備等の公共事業については、公共事業評価により検証・
検討を行い、必要な見直しを行う。

次世代林業基盤づく
り事業

木材の利用を促進するためには、県内の公共施設での利用を促進する必要がある。このため
に、県内の木材利用計画等の情報を収集し、補助対象となる施設については、国に予算要望を
していく。

現状維持

ながさき森林づくり林
道整備事業

本事業は国庫補助の対象とならない箇所をきめ細かく採択しているものであるが、引き続き路網
整備を順調に進めるため予算規模は現状を維持する。

現状維持

ⅰ）意欲ある担い手の農業生産性向上につながる農地の基盤整
備や排水対策等の推進
・事業の実施により営農条件向上・維持管理軽減が図られ安定し
た農業経営が実現している。今後も地域住民の要望に沿った事業
を実施し、地域の農業経営体の規模拡大、育成に寄与していく。
・農道の舗装補修・安全施設の更新により、農産物輸送時の荷痛
み防止、通行車両及び周辺集落に居住する住民の安全を確保で
きている。引き続き新規地区を推進し事業を継続していく。
・28年度以降も当事業の潜在的ニーズは高いものと想定されること
から、今後、市町・農業団体を通じて地域要望の把握・事業化に努
め、農業経営規模の拡大や麦、大豆、飼料作物等の戦略作物・地
域振興作物の生産を促進することにより、経営体の育成に寄与し
ていく。

基盤整備促進事業

本事業は市町が事業主体として区画整理を実施するものであり、生産性の向上、営農経費の節
減を図り、農業経営の安定確保及び地域農業振興のため、当事業は必要である。また、近年の
農業を取り巻く環境は農家の高齢化、農業後継者の不足やＴＰＰ問題など課題を抱えており、ま
すます本事業の必要性は高まっている。

現状維持

基盤整備促進事業
（農道整備）

基幹農道の整備を実施することにより、地域住民の農業経営の安定を図ると共に、地域住民の
安全な車両通行を確保し、住みやすい生活環境を整備する上で事業は必要である。

現状維持

農業基盤整備促進事
業（団体営）

国が進める強い農業作りビジョンの基本施策として、農地集積の加速化や農業の高付加価値化
などを実現するため、農業生産基盤の課題について、迅速かつきめ細やかに対応するものであ
り、社会的ニーズはますます高まっている。

現状維持
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ⅳ）意欲ある担い手の確保・育成に向けた生産基盤施設等整備の
推進
新規就農者の確保や認定農業者の経営改善に寄与している。今
後も引き続き支援を継続していく。

新構造改善加速化支
援事業費

この事業は、担い手等の規模拡大による生産効率の向上やコスト縮減対策に資するため、生産
施設や農業用機械等の整備に対し支援を行っている。、平成28年度からは、認定新規就農者や
農業後継者への支援メニューを創設したところであり、意欲ある担い手の確保・育成には有効な
方法であることから、平成29年度も継続して本事業を実施する。

現状維持

ⅲ）農地中間管理事業を通じた農地集約の加速化と基盤整備を活
用した耕作放棄地の解消や優良農地の創出
　優良農地の確保は特に重要であり、農業委員会による利用意向
調査に加え、全市町において、農地所有者を対象としたアンケート
調査を実施し、優良農地を掘り起す作業を進め、農地集積を推進
していく。
　また、土地改良区や集落営農組織を重点対象とした地域ぐるみ
の取り組みを強化し、新規の土地改良区には全て農地中間管理
事業を活用するとともに、既存の土地改良区についても農地集約
化のために農地中間管理事業の活用を推進する。
　ＪＡの産地部会や人・農地プランのエリアにおいては、貸出希望
農地を示した図面を元に、担い手への集積や集約化について話合
いを進める。
　現状で使い勝手の悪い中山間地域の農地については、現地確認
を行い、図面に整理したうえで、以下について推進する。
1） 進入路整備や狭地直しなど簡易な条件整備
2） 肉用牛放牧や直売所向け野菜栽培
3） まとまって存在する地域では基盤整備事業

農地中間管理機構事
業促進対策費

　平成２８年度に、農地の出し手に対する支援措置である機構集積協力金が、担い手への農地
を集積・集約化を促すため、その増加面積に応じて交付額が変動する仕組みへ制度が変わっ
た。平成２９年度においても国の制度見直しがない限り平成２８年度の内容で担い手への農地
集積・集約化を進めていく。

現状維持

長崎県耕作放棄地解
消総合対策事業費

　平成２８年度は耕作放棄地を解消して営農利用する農業者に対し、解消や土づくり費用を助成
した。また、国の事業の耕作放棄地再生利用緊急対策事業を活用して基盤整備を実施する場
合、その事業費を助成した。平成２９年も引き続き、耕作放棄地解消・発生防止に向けた地域の
取り組みを支援し、意欲ある経営体へ農地の集積・集約を促進する。

現状維持


